
                        
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

発表概要 

四国地方整備局では、台風７号及び前線等による降雨により、災

害が発生する恐れがあることから、平成３０年７月４日（水）６時

３０分に警戒体制を発令しましたが、台風７号が通過し、現時点で

四国管内に重大な被害の発生が見込まれないため、 

４日（水）１１時００分警戒体制を注意体制に移行しました。 

 以降の情報につきましては、特段の事象発生が確認された場合に

発信いたします。 

 
※本記者発表資料・リアルタイム情報は四国地方整備局ホームページでご覧いただけます。 

（記者発表資料） 

http://www.skr.mlit.go.jp/bosai/sikoku/sokuhou/sokuhou.html 

（リアルタイム情報：河川） 

http://www.river.go.jp/ 

（リアルタイム情報：道路） 

http://www.skr.mlit.go.jp/road/info/index.html 
 
 

問い合わせ先 

四国地方整備局災害対策本部 

 四国地方整備局 企画部 企画課長    大西
おおにし

 良平
りょうへい

 

             企画課長補佐  西尾
に し お

 裕二
ゆ う じ

 

 

  TEL ０８７－８１１－８４８８（災害対策本部直通） 

    FAX ０８７－８１１－８４１０（災害対策本部直通） 
 

 

四 国 地 方 整 備 局 

災  害  情  報 記者発表 

日  時 

平成３０年７月４日 

    １２時３０分 

件 名 
台風７号及び前線等による降雨への対応状況について 

（ 第２報 ） 

取り扱い 発表をもって解禁 

発 表 先 
高松サンポート合同庁舎記者クラブ 

（高松経済記者クラブ） 

記者発表資料 



 
 

 
 

 

 

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。 

           

 

四国地方整備局 対応状況 
 

台風７号及び前線等による降雨により、災害が発生する恐れがあることから、 

平成３０年７月２日（月）２２時５０分に災害対策本部を設置しました。 
 

１．初動 

・平成３０年７月２日（月）２２時５０分 に注意体制を発令 

災害対策本部を設置（本部長：四国地方整備局長 平井
ひ ら い

 秀輝
ひ で き

） 

・７月４日（水）６時３０分に警戒体制を発令 

・７月４日（水）１１時００分に警戒体制を注意体制に移行 
 

２．被災状況 

１）所管施設の状況 

●道路の状況（平成３０年７月４日１２時００分時点） 

○直轄国道 

・国道３２号 

（徳島県三好市山城町西宇字島の上～高知県長岡郡大豊町大字高須 L=26.3km）  

７月４日 ６:３０～ 通行止め開始（規制区間④） 

迂回路：あり 孤立集落：無し、人身・物損:無し 

 

３．災害対策用資機材 

●災害対策用資機材（平成３０年７月４日１２時００分時点） 

○派遣中（出動移動中、現地待機を含む） 

【土佐国道事務所】 

・南国市に標識車 １台 

 

○自治体等支援（出動移動中、現地待機を含む） 

【徳島河川国道事務所】 

・東みよし町に排水ポンプ車 1台 

以 上 

平成３０年７月４日１２:００現在 

記者発表資料 （第２報） 


